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グ
ラ
フ
１
で
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
平
成
16
年
度
か
ら
平
成
21
年

度
に
お
け
る
那
珂
川
及
び
権
津
川

水
系
の
Ｂ
Ｏ
Ｄ
値
は
、
平
成
16
年

度
で
権
津
川
上
流
と
下
流
で
環
境

基
準
値
の
２
㎎
／
ℓ
を
上
回
っ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
平
成
18

　

町
で
は
町
内
河
川
24
ヵ
所
、
ゴ
ル
フ
場
下
流
域
５
ヵ
所
で
毎
年
１
回
PH

や
Ｂ
Ｏ
Ｄ
、
大
腸
菌
群
な
ど
の
水
質
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
環

境
基
本
計
画
を
策
定
し
た
中
で
水
質
保
全
の
重
要
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
た
た
め
、
平
成
21
年
度
か
ら
２
回
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
那
珂
川
に
つ
い
て
は
、
県
が
生
活
環
境
項
目
（
PH
、Ｂ
Ｏ
Ｄ
、
大

腸
菌
群
等
10
種
類
）
を
毎
月
調
査
し
、
健
康
項
目
や
特
殊
項
目
、
そ
の
他

の
項
目
は
年
に
数
回
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
町
内
河
川
の
那
珂
川
及
び
権
津
川
水
系
、
武
茂
川
水
系
の
Ｂ

Ｏ
Ｄ
値
か
ら
水
質
汚
濁
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

年
度
の
合
流
地
点
で
基
準
値
を
超

え
た
も
の
の
、
全
体
的
に
基
準
値

以
下
と
な
り
、
水
質
の
汚
濁
が
改

善
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
グ
ラ
フ
２
の
武
茂
川
水

系
で
は
、⑳
町
堀
１
が
年
度
に

よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
平
成

17
年
度
に
は
16
㎎
／
ℓ
と
環
境
基

準
値
を
大
き
く
上
回
り
、
平
成
21

年
度
に
も
７
・
３
㎎
／
ℓ

で
基
準
値
を
超
え
、
水
質

汚
濁
の
状
況
が
深
刻
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

濁
防
止
法
の
改
正
等
で
汚
染
に
関

す
る
環
境
基
準
が
強
化
さ
れ
る
状

況
下
で
、
水
質
が
改
善
さ
れ
、
す

べ
て
の
地
点
で
環
境
基
準
値
が
達

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
北
向
田
地
区
農
業
集
落

排
水
処
理
施
設
は
平
成
７
年
に
供

用
開
始
さ
れ
、
95
・
９
％
の
高
い

水
洗
化
率
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

武
茂
川
水
系
は
平
成
18
年
に
供
用

開
始
さ
れ
た
公
共
下
水
道
（
馬
頭

処
理
区
）
が
40
・
５
％
と
水
洗
化

率
は
低
い
状
況
で
す
。

　

ま
た
、
公
共
下
水
道
と
農
業
集

落
排
水
処
理
施
設
の
計
画
区
域
外

の
地
域
で
は
合
併
処
理
浄
化
槽
の

普
及
を
推
進
し
て
い
ま
す
が
、
現

在
、
町
全
体
で
29
・
４
％
の
普
及

率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
武
茂

川
水
系
の
水
質
を
浄
化
す
る
た
め

に
は
、
各
家
庭
の
公
共
下
水
道
へ

の
接
続
と
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設

置
を
推
進
し
、
水
質
の
保
全
に
努

め
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。

※

グ
ラ
フ
１
、
２
の
平
成
21
年
度

　

の
採
水
地
点
は
見
直
し
に
よ
り

　

過
去
の
採
水
地
点
と
は
異
な
り

　

ま
す
。

　

那
珂
川
及
び
権
津
川
水

系
は
特
定
環
境
保
全
公
共

下
水
道
（
小
川
処
理
区
）

が
平
成
５
年
に
供
用
開
始

さ
れ
、
現
在
の
水
洗
化
率

は
84
％
で
す
。

　

さ
ら
に
、
平
成
11
年
に

三
輪
地
区
農
業
集
落
排
水

処
理
施
設
が
整
備
さ
れ
、

91
・
８
％
の
高
い
水
洗
化

率
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
も
酪
農
家
に
お
け
る

堆
肥
盤
設
置
な
ど
水
質
汚

町
内
河
川
の
水
質
検
査
の
結
果
を
公
表
し
ま
す

町
内
河
川
の
水
質
汚
濁
の
状
況

公
共
下
水
道
・
農
業
集

落
排
水
・
合
併
処
理
浄

化
槽
の
水
洗
化
率
は
？

※

那珂川及び権津川水系ＢＯＤ値
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④権津川水系（山崎分水地点）
⑤権津川水系（農協西地点）
⑥権津川水系（合流地点）

⑦権津川水系（西の原用水末流）
⑧権津川水系（小川用水関場地区）
⑨那珂川水系（富山川）
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⑳武茂川水系（町堀１）
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⑪武茂川水系（更正橋）
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排
水
設
備
は
、
町
が
指
定
し
た

「
排
水
設
備
指
定
工
事
店
」で
工
事

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

工
事
を
行
う
際
は
必
ず
指
定
工

事
店
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
指

定
工
事
店
で
は
諸
手
続
き
を
代
行

し
ま
す
。

　

な
お
、
工
事
費
用
に
つ
い
て
は
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
指
定

工
事
店
と
十
分
に
話
し
合
っ
て
く

だ
さ
い
。ご
不
明
な
点
は
上
下
水

道
課
下
水
道
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

上
下
水
道
課
下
水
道
係

☎
０
２
８
７―

９
２―

２
０
０
２

①
受
益
者
負
担
金
（
下
水
道
整
備

費
の一部
を
負
担
）

②
排
水
設
備
工
事
（
ト
イ
レ
の
水

洗
化
、
台
所
や
風
呂
な
ど
の
排
水

を
下
水
道
に
流
す
た
め
の
工
事
）

③
下
水
道
使
用
料
（
水
道
の
使
用

量
に
応
じ
て
計
算
し
ま
す
）

　

馬
頭
・
小
川
地
区
の
市
街
地
を

中
心
に
下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
区
域
に
つ
い
て
は
上
下

水
道
課
下
水
道
係
で
確
認
し
、
区

域
内
に
居
住
す
る
世
帯
は
早
期
に

接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

家
庭
用
の
小
型
浄
化
槽
に
は
、

し
尿
だ
け
を
処
理
す
る
単
独
処
理

浄
化
槽
と
し
尿
と
生
活
雑
排
水

（
台
所
と
風
呂
の
排
水
）の
両
方
を

合
わ
せ
て
処
理
す
る
合
併
処
理
浄

化
槽
が
あ
り
ま
す
。

　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
性
能
は
Ｂ

Ｏ
Ｄ
除
去
率
が
90
％
以
上
、
処
理

水
質
は
下
水
道
の
終
末
処
理
の
二

次
処
理
と
同
程
度
（
Ｂ
Ｏ
Ｄ
20
㎎

／
ℓ
以
下
）
と
高
性
能
で
す
。
放

流
さ
れ
る
汚
れ
が
最
小
限
に
抑
え

ら
れ
ま
す
の
で
、
公
共
下
水
道
及

び
農
業
集
落
排
水
の
区
域
外
の
方

は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

町
で
は
河
川
の
汚
染
を
防
止
す

る
た
め
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設

置
を
希
望
す
る
方
に
、
設
置
費
用

の一部
を
補
助
し
て
い
ま
す
の
で
、ご

利
用
く
だ
さ
い
。

①
交
付
対
象
区
域
（
公
共
下
水
道

事
業
認
可
区
域
及
び
農
業
集
落
排

水
事
業
区
域
を
除
く
町
内
全
域
）

②
対
象
と
な
る
建
物

・
専
用
住
宅
（
お
も
に
住
居
の
用
に

供
す
る
建
物
）

・
店
舗
併
用
住
宅
（
延
べ
面
積
の
２

分
の
１
以
上
を
住
居
の
用
に
供
す

る
建
物
）

・
自
治
公
民
館
（
行
政
区
ま
た
は

集
落
を
単
位
と
し
、
自
治
活
動
の

拠
点
と
し
て
集
会
の
用
に
供
す
る

建
物
）

③
補
助
金
額

公
共
下
水
道
へ
接
続
し
ま
し
ょ
う

負
担
す
る
費
用

接
続
工
事
は
指
定
工
事
店
で
！

公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
区

域
外
の
方
は
合
併
処
理
浄
化
槽
を

設
置
し
ま
し
ょ
う

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
制
度

※人槽は建物の面積により算出さ
れます。詳しくは上下水道課下水
道係へお問い合わせください。

人槽区分 補助金額

５人槽

７人槽

10人槽

332,000円

414,000円

548,000円

　水中の有機物が微生物の働きによって分解されると
きに消費される酸素の量のことで、河川の有機汚濁を
測る代表的な指標です。
　環境基準では、河川の利用目的に応じて類型別に定
められています。また、水質汚濁防止法により排水基
準が定められており、ＢＯＤが高いと溶存酸素（水中
に溶解している酸素の量のこと）が欠乏しやすくなり、
10mg／ℓ以上で悪臭の発生等がみられます。

BOD（生物化学的酸素要求量）とは？

⑦西の原用水末流

⑨富山川

⑫向桑子橋

⑭大内小下

④山崎分水地点

⑬細田橋

⑰矢又川
⑳町堀１

②権津川上流

⑤農協西地点

⑥合流地点

③権津川下流

⑲小口川

⑯新太郎橋

⑱武茂川最下流

⑧小川用水関場地区

⑮馬坂橋

21町堀2

①新那珂橋

⑩太郎橋

⑪更正橋

町内河川の水質検査調査地点図

合併処理浄化槽設置補助金


